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一
三

論
文中

世
前
期
松
浦
党
に
み
る
「
党
」
の
存
在
形
態

石

村

優

奈

は
じ
め
に

　
中
世
武
士
団
研
究
に
お
い
て
、「
党
」
は
血
縁
や
地
縁
に
基
づ
く
武
士
団
の
〝
ヨ
コ
〟

の
つ
な
が
り
を
明
ら
か
に
す
る
素
材
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
（
１
）。
具
体
的
に
は
、

武
蔵
七
党
・
隅
田
党
・
湯
浅
党
・
松
浦
党
と
い
っ
た
個
別
事
例
に
即
し
て
生
成
の
契

機
や
結
合
の
実
態
が
追
究
さ
れ
（
２
）、「
党
」
と
は
何
か
を
巡
っ
て
は
、
対
等
な
立
場

の
異
姓
諸
家
の
構
成
員
が
団
結
す
る
共
和
的
結
合
体
と
捉
え
た
長
沼
賢
海
氏
の
見
解

が
受
容
さ
れ
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
（
３
）。

　
こ
う
し
た
見
方
に
再
考
を
加
え
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
り
、
そ
の
際
、
手
が

か
り
と
な
る
の
が
瀬
野
精
一
郎
氏
の
研
究
で
あ
る
。
瀬
野
氏
は
、
松
浦
党
を
素
材
に

平
安
・
鎌
倉
期
の
「
党
」
に
つ
い
て
考
察
し
、「
党
」
と
は
弱
小
土
豪
層
の
分
立
割
拠

の
状
態
に
対
し
て
、
多
分
に
蔑
視
的
な
意
味
を
含
め
て
第
三
者
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ

た
語
で
、
松
浦
党
は
あ
く
ま
で
も
松
浦
地
方
の
住
人
程
度
の
意
味
で
あ
る
と
指
摘
し

た
（
４
）。
こ
の
瀬
野
氏
の
見
解
に
従
え
ば
、「
党
」
の
語
に
構
成
員
間
の
団
結
や
共
和

的
な
結
合
の
意
味
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
本
論
文
で
は
、
瀬
野
氏
の
視
角
を
批
判
的
に
継
承
し
、
氏
が
考
察
の
対
象
と
し
た

松
浦
党
に
つ
い
て
平
安
期
お
よ
び
鎌
倉
期
に
お
け
る
実
態
を
再
考
す
る
。
具
体
的
に

は
、
第
一
章
で
は
松
浦
党
の
研
究
史
に
瀬
野
説
を
位
置
づ
け
な
が
ら
、
研
究
上
の
課

題
を
探
る
。
続
く
第
二
章
で
は
、『
平
家
物
語
』
や
『
吾
妻
鏡
』
と
い
っ
た
史
料
を
読

み
解
き
な
が
ら
、
源
平
合
戦
期
松
浦
党
の
実
態
に
つ
い
て
新
た
な
解
釈
の
可
能
性
を

提
示
す
る
。
そ
し
て
第
三
章
で
は
、
鎌
倉
初
期
に
お
け
る
肥
前
国
宇
野
御
厨
内
小
値

賀
島
浦
部
（
現
長
崎
県
北
松
浦
郡
小
値
賀
町
）
の
相
論
に
注
目
し
、
第
二
章
で
述
べ

た
仮
説
の
妥
当
性
を
検
討
し
た
い
。

　
現
在
、「
党
」
を
共
和
的
結
合
体
と
捉
え
る
長
沼
氏
以
来
の
見
解
が
定
説
と
さ
れ
、

「
党
」
と
は
何
か
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
ま
た
、

中
世
武
士
団
を
論
じ
る
一
つ
の
素
材
と
し
て
、
武
蔵
七
党
（
５
）
や
湯
浅
党
（
６
）
の
研
究

が
進
む
一
方
、
長
沼
氏
や
瀬
野
氏
が
注
目
し
た
松
浦
党
に
つ
い
て
の
研
究
は
停
滞
気

味
で
あ
る
。
本
論
文
を
通
じ
て
、「
党
」
と
は
何
か
を
改
め
て
問
い
直
し
、
そ
も
そ

も
「
党
」
を
武
士
団
と
捉
え
る
こ
と
が
妥
当
な
の
か
と
い
う
新
た
な
論
点
の
提
示
を

試
み
た
い
。

第
一
章
　
中
世
前
期
松
浦
党
研
究
の
課
題

　
本
章
で
は
、「
党
」
と
は
何
か
を
考
え
る
う
え
で
、
中
世
前
期
、
と
り
わ
け
平
安
後

期
～
鎌
倉
前
期
に
お
け
る
松
浦
党
の
研
究
史
を
整
理
し
、
問
題
の
所
在
を
探
る
。

第
一
節
　
研
究
史
の
整
理

　
松
浦
党
は
、筑
前
国
・
肥
前
国
を
中
心
と
し
た
諸
土
豪
（
武
士
団
）
の
総
称
で
あ
り
、

先
行
研
究
で
は
、
嵯
峨
源
氏
由
来
の
一
字
名
を
持
ち
、
松
浦
姓
を
名
乗
る
松
浦
一
族

が
特
に
松
浦
党
と
称
さ
れ
て
い
る
（
７
）。
中
世
前
期
に
お
け
る
松
浦
党
研
究
に
つ
い
て

は
、
主
に
長
沼
氏
・
瀬
野
氏
・
外
山
幹
夫
氏
の
成
果
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
長
沼
氏
は
、
松
浦
党
を
素
材
と
し
て
「
党
」
研
究
全
体
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
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具
体
的
に
は
、
平
安
・
鎌
倉
期
以
来
の
松
浦
党
の
歴
史
的
展
開
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

南
北
朝
期
に
お
け
る
一
揆
契
諾
状
の
締
結
に
「
党
」
の
特
質
を
見
出
し
、「
党
」
と
は

対
等
な
立
場
の
異
姓
諸
家
の
構
成
員
が
団
結
し
た
共
和
的
結
合
体
の
組
織
で
あ
る
と

し
た
。
ま
た
、
南
北
朝
期
松
浦
党
の
存
在
形
態
こ
そ
「
党
」
の
典
型
的
な
姿
で
あ
る

と
し
た
（
８
）。
こ
の
長
沼
氏
の
見
解
が
中
世
前
期
松
浦
党
に
関
す
る
最
も
早
い
研
究
で

あ
る
。

　
関
連
し
て
外
山
氏
は
、
松
浦
党
に
は
一
族
を
率
い
て
立
つ
首
長
（
惣
領
）
が
い
な

い
こ
と
に
焦
点
を
当
て
、
松
浦
党
は
非
惣
領
制
的
結
合
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
ま

た
、
松
浦
党
の
大
半
の
非
血
縁
者
は
松
浦
氏
の
下
に
一
族
と
し
て
集
団
化
し
た
と
述

べ
、
概
ね
長
沼
氏
の
見
解
を
踏
襲
し
て
い
る
（
９
）。

　
そ
の
後
、
瀬
野
氏
は
通
説
と
な
っ
て
い
た
長
沼
氏
の
見
解
に
「
松
浦
党
の
一
揆
契

諾
に
見
ら
れ
る
存
在
形
態
は
、
鎌
倉
時
代
の
松
浦
党
の
変
質
し
た
姿
で
あ
る
。
変
質

し
た
姿
の
中
に
、
本
来
の
形
態
を
求
め
る
こ
と
は
正
当
で
な
い
。」
と
批
判
を
加
え
た

（
10
）。
ま
た
、
松
浦
党
の
場
合
の
「
党
」
と
は
、
松
浦
地
方
の
住
人
に
認
め
ら
れ
る

弱
小
土
豪
層
の
分
立
割
拠
の
状
態
に
対
し
て
多
分
に
蔑
視
的
な
意
味
を
含
め
て
第
三

者
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
と
松
浦
党
に
つ
い
て
「
鎮
西
凶
党号

松
浦
党等

」
と
表
現
す
る
『
明

月
記
』
嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
）
十
月
十
七
日
条
（
11
）
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
定
義
づ

け
た
（
12
）。
こ
の
松
浦
党
を
第
三
者
に
よ
る
呼
称
と
捉
え
る
見
方
に
つ
い
て
は
工
藤

敬
一
氏
（
13
）
や
外
山
氏
（
14
）
が
支
持
し
た
一
方
で
、
松
浦
党
が
共
和
的
結
合
体
で
あ
っ

た
こ
と
を
否
定
す
る
見
解
に
つ
い
て
は
賛
同
を
得
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の

後
、
瀬
野
氏
は
改
め
て
自
説
を
強
調
し
た
も
の
の
（
15
）、
長
沼
氏
の
見
解
が
お
お
む

ね
受
容
・
踏
襲
さ
れ
て
お
り
、
以
降
、「
党
」
と
は
何
か
を
追
究
す
る
研
究
は
み
ら
れ

な
い
。

　
そ
の
理
由
と
し
て
、（
松
浦
）
党
の
研
究
に
お
い
て
「
党
」
を
「
一
揆
」
の
一
形
態

と
し
か
捉
え
な
く
な
り
、「
党
」
を
「
党
」
と
し
て
研
究
し
な
く
な
っ
た
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
瀬
野
氏
と
同
時
期
、
も
し
く
は
瀬
野
氏
以
降
の
研
究
史
に
お

い
て
松
浦
党
を
「
一
揆
」
と
し
て
論
じ
た
研
究
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
理
解

で
き
よ
う
（
16
）。
し
か
し
な
が
ら
、
松
浦
党
と
い
う
筑
前
国
～
肥
前
国
へ
と
広
域
に

跨
る
諸
土
豪
が
共
和
的
結
合
を
構
築
す
る
こ
と
が
果
た
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
瀬
野
氏
が
指
摘
し
た
通
り
、
南
北
朝
期
の
時
点
で
「
一
揆
」
が
結
ば
れ
た
か

ら
と
い
っ
て
、
中
世
前
期
に
同
様
の
関
係
が
結
ば
れ
て
い
た
確
証
は
な
い
。
そ
の
た

め
本
論
文
で
は
、
瀬
野
氏
の
視
座
を
批
判
的
に
継
承
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
研
究
の

課
題
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
、
瀬
野
氏
の
論
考
に
更
な
る
検
討
を
加
え
た
い
。

　第
二
節
　
瀬
野
氏
の
研
究
に
課
題
を
探
る

　
先
述
し
た
通
り
、
瀬
野
氏
の
見
解
は
お
よ
そ
継
承
す
べ
き
で
は
あ
る
も
の
の
、
二

つ
の
矛
盾
点
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
一
つ
目
は
、
松
浦
党
を
松
浦
地
方
の
住
人

と
捉
え
、
松
浦
党
≠
松
浦
一
族
で
あ
る
と
主
張
す
る
一
方
、
平
安
・
鎌
倉
期
の
松
浦

党
の
考
察
は
松
浦
一
族
の
出
自
か
ら
は
じ
ま
り
、
そ
の
動
向
を
追
う
こ
と
に
終
始
し

て
い
る
点
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、「
党
」
と
「
一
揆
」
は
区
別
す
べ
き
と
指
摘
し
な
が

ら
、「
党
」
の
発
展
形
態
が
「
一
揆
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
「
党
」
を
論
じ
て
い
る

点
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
一
点
目
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
瀬
野
氏
の
論
考
に
お
い
て
注
目
す
べ
き

点
は
、「
松
浦
」
と
は
松
浦
一
族
の
「
松
浦
」
で
は
な
く
、
松
浦
地
方
の
「
松
浦
」
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る
（
17
）。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
松
浦
一
族
に

の
み
焦
点
を
当
て
る
の
で
は
な
く
、
松
浦
地
方
に
存
在
し
た
他
の
在
地
土
豪
に
も
焦

点
を
当
て
る
必
要
が
あ
る
。

　
実
際
、瀬
野
氏
自
身
も
論
考
の
な
か
で
『
源
平
盛
衰
記
』（
18
）
に
名
前
が
見
ら
れ
、『
松

浦
家
世
伝
』
の
系
図
に
お
い
て
源
久
の
子
息
と
さ
れ
る
松
浦
太
郎
高
俊
な
る
人
物
に

注
目
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
高
俊
と
い
う
名
前
か
ら
一
字
名
を
名
乗
っ
た
嵯
峨
源
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一
五

氏
の
血
筋
と
は
考
え
づ
ら
く
、
系
図
制
作
者
に
よ
っ
て
追
加
さ
れ
た
も
の
と
指
摘
し
、

他
氏
族
の
松
浦
地
方
に
居
住
す
る
在
地
土
豪
も
含
め
て
、
松
浦
党
と
の
呼
称
を
与
え

ら
れ
た
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。ま
た
、嵯
峨
源
氏
の
子
孫
の
み
が
源
平
合
戦
に
参
加
し
、

他
氏
族
が
傍
観
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
松
浦
党
と
し
て
他
氏
族
が
参
戦
し
た

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
19
）。

　
こ
う
し
た
首
肯
す
べ
き
指
摘
が
あ
る
一
方
、
論
考
の
な
か
で
論
じ
て
い
る
の
は
、

出
自
に
始
ま
る
松
浦
一
族
の
歴
史
的
展
開
で
あ
り
、
そ
の
後
も
他
の
在
地
土
豪
に
焦

点
を
当
て
た
論
述
は
み
ら
れ
な
い
（
20
）。

　
こ
う
し
た
矛
盾
の
背
景
に
は
、
他
氏
族
に
関
す
る
史
料
に
恵
ま
れ
な
い
こ
と
に
加

え
、
松
浦
一
族
＝
松
浦
党
と
捉
え
る
長
沼
氏
以
来
の
見
解
を
払
拭
し
き
れ
て
い
な
い

こ
と
が
想
定
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
後
述
す
る
二
点
目
の
問
題
と
も
関
わ
る
が
、
瀬

野
氏
を
含
め
た
先
行
研
究
で
は
、
南
北
朝
期
に
形
成
さ
れ
た
松
浦
一
族
を
中
心
と
す

る
一
揆
体
制
を
ゴ
ー
ル
に
中
世
前
期
松
浦
党
を
論
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
南
北
朝
内
乱
の
展
開
と
と
も
に
松
浦
一
族
が
大
き
く
飛
躍
し
た
結
果
、
松
浦
一
族

の
特
徴
で
あ
る
一
字
名
を
名
乗
る
者
や
松
浦
姓
の
増
加
が
み
ら
れ
、
長
沼
氏
が
指
摘

し
た
よ
う
に
松
浦
党=

松
浦
一
族
と
み
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
松
浦
一
族
一
強

の
時
代
が
到
来
す
る
。
他
氏
族
の
出
自
な
が
ら
松
浦
一
族
の
系
譜
に
位
置
付
け
ら
れ

た
松
浦
太
郎
高
俊
の
よ
う
に
、
本
来
の
出
自
に
迫
る
史
料
は
保
存
さ
れ
る
こ
と
な
く

減
っ
て
い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
（
21
）。
右
記
に
述
べ
た
瀬
野
氏
の
論
考
に
見
ら
れ
る

矛
盾
は
、
先
行
研
究
や
史
料
の
残
存
状
況
に
引
き
寄
せ
ら
れ
た
結
果
、
長
沼
氏
の
見

解
を
批
判
し
つ
つ
も
松
浦
一
族
を
中
心
に
据
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
考
え
た
い
。

そ
れ
で
も
な
お
、
中
世
前
期
の
松
浦
一
族
は
あ
く
ま
で
も
松
浦
党
を
形
成
し
て
い
る

一
在
地
土
豪
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
瀬
野
氏
の
見
方
は
継
承
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
改

め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。

　
続
い
て
、
二
つ
目
の
矛
盾
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ま
ず
、
瀬
野
氏
の
「
一
揆
」
に

関
す
る
見
解
を
確
認
し
た
い
。

　
　�（
中
略
）筆
者
は
武
士
の「
党
」と
は
弱
小
武
士
の
分
立
割
居
し
た
状
態
に
対
し
て
、

集
合
名
詞
と
し
て
「
党
」
な
る
呼
称
を
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
党
」
は
武

士
の
一
揆
に
先
行
す
る
形
態
に
対
す
る
呼
称
と
考
え
て
い
る
。
一
揆
し
て
い
る

こ
と
は
「
党
」
と
呼
称
さ
れ
る
た
め
の
必
須
条
件
で
は
な
く
、「
党
」
の
変
質
で

あ
り
発
展
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
党
」
が
一
揆
し
た
の
で
あ
っ
て
、
一
揆
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
「
党
」
が
成
立
す
る
の
で
は
な
い
。
一
揆
現
象
が
認
め
ら
れ

な
い
松
浦
地
方
の
弱
小
武
士
の
割
居
独
立
し
た
存
在
形
態
は
、
ま
さ
に
松
浦
党

と
呼
称
す
る
に
値
す
る
「
党
」
の
典
型
的
存
在
形
態
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。（
後

略
）（
22
）

　
右
に
引
用
し
た
文
章
は
、
瀬
野
氏
が
平
安
期
松
浦
党
の
存
在
形
態
を
論
じ
た
論
考

の
む
す
び
の
部
分
で
あ
る
。
独
立
割
拠
す
る
「
党
」
か
ら
「
一
揆
」
へ
の
展
望
が
示

さ
れ
て
お
り
、
別
の
論
考
に
お
い
て
「「
党
」
と
「
一
揆
」
を
明
確
に
区
別
す
べ
き
」

（
23
）
と
の
主
張
と
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
平
安

期
に
お
け
る
松
浦
党
の
「
党
」
の
存
在
形
態
を
論
じ
る
う
え
で
、
瀬
野
氏
が
指
摘
す

る
通
り
「
一
揆
」
を
「
党
」
の
発
展
形
態
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。
一
つ
目
の
矛
盾

点
を
指
摘
し
た
際
に
も
触
れ
た
通
り
、
瀬
野
氏
も
ま
た
南
北
朝
期
松
浦
党
や
、
そ
れ

を
重
視
す
る
長
沼
氏
の
見
解
の
影
響
を
脱
し
切
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　
筆
者
と
し
て
は
、
中
世
前
期
の
「
党
」
と
南
北
朝
期
に
み
ら
れ
る
「
一
揆
」
は
あ

く
ま
で
も
切
り
離
し
、「
党
」
を
「
党
」
と
し
て
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
る
。



中世前期松浦党にみる「党」の存在形態（石村）

一
六

第
二
章
　『
平
家
物
語
』・『
吾
妻
鏡
』
の
記
述
を
読
み
直
す

　
平
安
後
期
の
松
浦
党
は
、『
平
家
物
語
』
や
『
吾
妻
鏡
』
と
い
っ
た
後
年
に
成
立
し

た
文
学
作
品
や
歴
史
書
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
源
平
合
戦
を
め
ぐ
る
記
述
に
登
場
す

る
。
本
章
で
は
、
そ
れ
ら
の
史
料
を
読
み
解
き
な
が
ら
、
当
該
期
松
浦
党
の
実
態
に

つ
い
て
一
つ
の
仮
定
を
提
示
し
た
い
。

【
史
料
一
】（
24
）

　
　（
中
略
）

　
　�

　
同養

和
元
年
二
月

十
二
日
、
鎭
西
よ
り
飛
脚
到
来
、
宇
佐
大
宮
司
公
通
が
申
し
け
る
は
、「
九

州
の
も
の
共
、
緒
方
三維

義郎
を
は
じ
め
と
し
て
、
臼
杵
・
戸
次
・
松
浦
黨
に
い
た

る
ま
で
、
一
向
平
家
に
そ
む
ひ
て
源
氏
に
同
心
」
の
よ
し
申
た
り
け
れ
ば
、「
東

國
北
國
の
そ
む
く
だ
に
あ
る
に
、
こ
は
い
か
に
」
と
て
、
手
を
う
（
ッ
）
て
あ

さ
み
あ
へ
り
、

　
　（
下
略
）

　【
史
料
一
】
は
、『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
松
浦
党
の
記
述
が
最
初
に
み
ら
れ
る
「
飛

脚
到
来
」
の
該
当
箇
所
で
あ
る
。
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）、
平
家
追
討
の
た
め
に
挙

兵
し
た
源
頼
朝
に
応
じ
て
、
豊
後
国
の
緒
方
惟
栄
を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の
九
州
の

豪
族
が
平
家
に
背
き
、
蜂
起
し
た
。「
臼
杵
・
戸
次
・
松
浦
黨
」
と
並
列
さ
れ
る
な
か

で
唯
一
「
党
」
の
字
が
付
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
緒
方
氏
や
臼
杵
氏
・
戸
次
氏
の

よ
う
に
首
長
と
み
ら
れ
る
人
物
が
い
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、『
吾
妻
鏡
』（
25
）

や
『
玉
葉
』（
26
）
に
は
緒
方
氏
ら
に
よ
る
九
州
で
の
挙
兵
が
、『
平
家
物
語
』「
大
宰

府
落
」（
27
）
に
は
大
宰
府
へ
の
侵
攻
に
つ
い
て
記
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
主
だ
っ
た

武
将
の
名
前
を
記
す
の
み
で
、
松
浦
党
の
記
述
は
な
い
。
首
長
の
よ
う
な
人
物
の
不

在
が
、
こ
れ
ら
の
史
料
に
み
ら
れ
な
い
理
由
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
次
に
「
松
浦
党
」
に
つ
い
て
の
記
述
が
み
ら
れ
る
の
は
『
平
家
物
語
』「
藤
戸
」
で

あ
る
。

【
史
料
二
】（
28
）

　
　（
中
略
）

　
　�

　
さ
る
程
に
、
平
家
は
讃
岐
の
八
嶋
へ
か
へ
り
給
ひ
て
後
も
、
東
國
よ
り
あ
ら

手
の
軍
兵
數
万
騎
、
宮
こ
に
つ
い
て
せ
め
く
だ
る
と
も
き
こ
ゆ
、
鎭
西
よ
り
臼

杵
・
戸
次
・
松
浦
黨
同
心
し
て
お
し
わ
た
る
と
も
申
し
あ
へ
り
、
か
れ
を
き
き

是
を
き
く
に
も
、た
だ
耳
を
を
ど
ろ
か
し
、き
も
魂
を
け
す
よ
り
外
の
事
ぞ
な
き
、

今
度
一
の
谷
に
て
一
門
の
人
々
の
こ
り
す
く
な
く
う
た
れ
給
ひ
、
む
ね
と
の
侍

ど
も
な
か
半
す
ぎ
て
ほ
ろ
び
ぬ
、
い
ま
は
ち
か
ら
つ
き
は
て
て
、
安
房
民
部
大

夫
重
能
が
兄
弟
、
四
國
の
物
ど
も
か
た
ら
（
ッ
）
て
、
さ
り
と
も
と
申
け
る
を

ぞ
、
た
か
き
山
ふ
か
き
海
と
も
た
の
み
給
ひ
け
る
、
女
房
達
は
さ
し
つ
ど
ひ
て
、

た
だ
な
く
よ
り
外
の
事
ぞ
な
き
、

　
　（
下
略
）

　
こ
の
記
事
は
、
元
暦
二
年
（
一
一
八
五
）
二
月
十
九
日
の
屋
島
の
戦
い
に
お
い
て
、

源
氏
方
と
し
て
参
戦
し
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
平
家
が
滅
亡
し
た
壇
ノ
浦
の
戦
い
に
関
す
る
『
平
家
物
語
』「
鶏
合
壇
浦
合
戦
」

お
よ
び
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
に
も
松
浦
党
の
参
戦
を
確
認
で
き
る
。

【
史
料
三
】（
29
）

　
　（
中
略
）

　
　�

　
平
家
は
千
餘
艘
を
三
手
に
つ
く
る
、
山
賀
の
兵
藤
次
秀
遠
、
五
百
餘
艘
で
先

陣
に
こ
ぎ
む
か
ふ
、
松
浦
黨
、
三
百
餘
艘
で
二
陣
に
つ
づ
く
、
平
家
の
君
達
、
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一
七

二
百
餘
艘
で
三
陣
に
つ
づ
き
給
ふ
、
兵
藤
次
秀
遠
は
、
九
國
一
番
の
勢
兵
に
て

あ
り
け
る
が
、我
こ
そ
な
れ
ど
も
、普
通
ざ
ま
の
勢
兵
ど
も
五
百
人
を
す
ぐ
（
ッ
）

て
、
船
々
の
と
も
へ
に
た
て
、
肩
を
一
面
に
な
ら
べ
て
、
五
百
の
矢
を
一
度
に

は
な
つ
、
源
氏
は
三
千
餘
艘
の
船
な
れ
ば
、
せ
い
の
か
ず
さ
こ
そ
お
ほ
か
り
け

め
ど
も
、
處
々
よ
り
い
け
れ
ば
、
い
づ
く
に
勢
兵
あ
り
と
も
お
ぼ
へ
ず
、
大
将

軍
九源

義
経郎

大
夫
判
官
、
ま
（
ッ
）
さ
き
に
す
す
（
ン
）
で
た
た
か
が
ふ
が
、
楯
も

鎧
も
こ
ら
へ
ず
し
て
、
さ
ん
ざ
ん
に
い
し
ら
ま
さ
る
、
平
家
み
か
た
勝
ぬ
と
て
、

し
き
り
に
せ
め
皷
う
（
ッ
）
て
、
よ
ろ
こ
び
の
時
を
ぞ
つ
く
り
け
る
、

　
　（
中
略
）

【
史
料
四
】（
30
）

　
　�

廿元
暦
二
年
三
月

四
日
丁
未
、
於
長
門
國
赤
間
關
壇
浦
海
上
、
源
平
相
逢
、
各
隔
三
町
、
艚
向

舟
船
、
平
家
五
百
餘
艘
分
三
手
、
以
山
峨
兵
藤
次
秀
遠
幷
松
浦
黨
等
爲
大
将
軍
、

挑
戦
于
源
氏
之
将
帥
、
及
午
剋
、
平
氏
終
敗
傾
、

　【
史
料
三
】・【
史
料
四
】
で
は
、
屋
島
の
戦
い
と
は
反
対
に
松
浦
党
が
平
家
方
に
つ

い
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、【
史
料
二
】
で
は
勝
者
で
あ
る
源
氏
方

に
味
方
し
、【
史
料
三
】・【
史
料
四
】
で
は
敗
者
で
あ
る
平
家
方
に
味
方
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
松
浦
党
の
各
氏
族
が
、
鎌
倉
期
に
は
御
家
人
と
し

て
史
料
上
に
現
れ
る
の
は
、
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　
源
平
合
戦
に
お
い
て
平
家
が
滅
亡
し
た
後
、
鎌
倉
幕
府
は
平
家
方
に
つ
い
た
有
力

武
士
に
対
し
て
所
領
没
収
な
ど
の
処
罰
を
行
っ
た
（
31
）。
鎮
西
に
お
い
て
も
、
原
田

氏
や
山
鹿
氏
、
菊
池
氏
な
ど
平
家
方
に
つ
い
た
有
力
武
士
は
処
罰
を
受
け
た
。
ま
た

源
氏
方
に
味
方
し
た
も
の
の
、
源
頼
朝
・
義
経
兄
弟
間
の
確
執
に
よ
り
、
義
経
方
と

し
て
処
罰
さ
れ
た
緒
方
氏
や
大
野
氏
ら
の
よ
う
な
武
士
も
い
た
一
方
で
（
32
）、
松
浦

党
に
対
し
て
処
罰
を
行
っ
た
形
跡
は
み
ら
れ
な
い
。こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
、【
史

料
二
】
と
【
史
料
三
】・【
史
料
四
】
と
の
矛
盾
を
正
面
か
ら
研
究
し
た
論
考
は
み
ら

れ
な
い
が
、
こ
の
矛
盾
こ
そ
、
中
世
前
期
松
浦
党
の
存
在
形
態
を
如
実
に
示
し
た
も

の
と
考
え
る
。

　
源
平
合
戦
後
の
鎌
倉
幕
府
に
よ
る
対
応
に
お
い
て
、
処
罰
の
対
象
者
と
な
っ
た
の

は
最
終
的
に
平
家
方
に
つ
い
た
者
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
も
松
浦

党
が
御
家
人
と
し
て
史
料
上
に
現
れ
る
の
は
、
壇
ノ
浦
の
戦
い
に
お
い
て
、
松
浦
党

が
す
べ
て
平
家
方
に
属
し
た
の
で
は
な
く
、
当
初
か
ら
な
い
し
戦
況
に
応
じ
て
源
氏

方
に
属
し
た
松
浦
党
も
存
在
し
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

源
氏
方
に
つ
い
た
松
浦
党
の
人
々
は
、
恩
賞
の
対
象
で
こ
そ
あ
れ
、
処
罰
の
対
象
で

は
な
く
、
そ
う
し
た
人
々
が
鎌
倉
期
以
降
の
史
料
に
登
場
し
て
く
る
と
の
仮
説
が
成

り
立
つ
。

　
松
浦
党
を
一
枚
岩
の
共
和
的
結
合
体
と
考
え
る
限
り
、『
平
家
物
語
』
や
『
吾
妻
鏡
』

か
ら
読
み
取
れ
る
源
平
合
戦
期
松
浦
党
の
動
向
と
そ
の
後
の
御
家
人
化
と
の
矛
盾
を

説
明
す
る
こ
と
は
困
難
だ
が
、
弱
小
土
豪
層
が
分
立
割
拠
す
る
松
浦
地
方
の
住
人
程

度
の
存
在
と
す
る
瀬
野
氏
の
視
座
を
継
承
す
る
こ
と
で
、
源
平
に
そ
れ
ぞ
れ
属
し
な

が
ら
戦
う
決
し
て
一
枚
岩
で
は
な
い
松
浦
党
像
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　
先
述
し
た
よ
う
に
、
松
浦
党
と
呼
称
さ
れ
た
人
々
の
居
住
範
囲
は
筑
前
国
（
怡
土

郡
）・
肥
前
国
な
ど
広
域
に
わ
た
る
（
33
）。
そ
の
た
め
、
上
記
に
存
在
し
た
松
浦
党
の

人
々
が
す
べ
て
同
じ
陣
営
で
あ
っ
た
と
考
え
る
方
が
不
自
然
で
、
源
平
合
戦
で
は
そ

れ
ぞ
れ
の
利
害
に
応
じ
て
所
属
先
を
選
ん
だ
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
と
は
い

え
、
上
記
の
見
解
は
あ
く
ま
で
後
世
の
文
学
作
品
や
歴
史
書
か
ら
導
き
出
し
た
推
測

の
域
を
出
な
い
。
次
章
で
は
、
鎌
倉
初
期
の
松
浦
党
内
の
地
頭
職
相
論
に
注
目
す
る

こ
と
で
、
本
章
で
述
べ
た
仮
説
を
検
証
し
た
い
。
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一
八

第
三
章
　
地
頭
職
相
論
に
み
る
源
平
合
戦
期
松
浦
党
の
矛
盾

　
本
章
で
は
、
肥
前
国
宇
野
御
厨
内
小
値
賀
島
浦
部
の
地
頭
職
を
め
ぐ
る
相
論
に
注

目
し
て
、
前
章
の
史
料
解
釈
の
是
非
を
検
討
し
、
さ
ら
に
は
松
浦
党
が
共
和
的
結
合

体
の
組
織
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。
宇
野
御
厨
内
小
値
賀
島
浦
部
を
め

ぐ
る
相
論
は
、峯
氏
（
後
の
平
戸
松
浦
氏
）
と
浦
部
の
在
地
領
主
で
あ
る
藤
原
氏
（
後

の
青
方
氏
）
と
の
い
ず
れ
も
松
浦
党
に
属
す
る
者
同
士
の
争
い
で
あ
り
、
源
平
合
戦

以
前
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
の
両
氏
の
確
執
を
詳
細
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
鎌
倉
幕
府
が
峯
源
藤
二
持
に
地
頭
職
の
知
行
を
命
じ
た
安
貞
二
年
（
一
二
二
八
）

三
月
十
三
日
「
関
東
裁
許
状
案
」（
34
）
は
、
本
相
論
の
経
過
及
び
、
双
方
の
主
張
や

提
出
さ
れ
た
具
書
の
内
容
が
記
さ
れ
た
重
要
な
史
料
で
あ
る
。
少
々
長
い
が
、
以
下

に
全
文
を
提
出
し
、【
史
料
五
】
に
み
ら
れ
る
宇
野
御
厨
内
小
値
賀
島
浦
部
の
地
頭
職

相
論
の
経
緯
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

【
史
料
五
】

　
　
下
　
肥
前
國
宇
野
御
厨
内
小
値
賀
嶋
住
人
等
、

　
　�

　
可
令
早
停
止
山
代
三
郎
固
知
行
、
任
所
帯
證
文
等
、
以
峯
源
藤
二
持
、
領
掌

地
頭
職
事
、

　
　�

右
、
持
与
固
遂
対
決
之
處
、
①

如
持
申
者
、
本
領
主
是
包
蒙
領
家
勘
當
之
刻
、

祖
父
直
仁
平
元
年
得
預
所
下
文
畢
、
其
上
云
源
連
〈
直
息
男
、
持
叔
父
、〉
之
譲

状
、
云
僧
尋
覺
〈
是
包
甥
、〉
息
男
通
澄
之
譲
状
、
自
兩
方
令
相
傳
畢
〈
云
々
〉、

如
固
申
者
、
直
者
爲
清
原
三
子
〈
固
祖
、
是
包
姪
、〉
夫
之
間
、
爲
夫
妻
之
名
代

得
預
所
下
文
畢
、
仍
親
父
圍
給
御
下
文
畢
、
固
又
追
父
跡
所
給
也
〈
云
々
〉、
爰

如
持
所
進
證
文
等
者
、
②
直
壽
永
三
年
二
月
七
日
、
以
當
嶋
譲
男
連
、
文
治
四

年
三
月
八
日
連
給
鎌
倉
殿
御
下
文
、
又
依
預
所
之
妨
、
建
久
三
年
五
月
七
日
給

同
御
教
書
之
由
、
載
同
年
七
月
守
護
所
施
行
、
而
建
久
七
年
七
月
十
二
日
僧
尋

覺
〈
宗
房
、〉
給
右
大
将
家
御
下
文
、
如
状
者
、
尋
覺
与
連
召
決
之
處
、
尋
覺
依

得
理
補
任
〈
云
々
〉、
③
如
正
治
二
年
八
月
日
連
申
文
者
、
親
父
直
入
道
有
由
緒

所
令
知
行
也
、
而
譲
与
直
子
息
連
、〈
云
清
・
披
・
圍
等
、
加
連
暑
之
由
申
之
、〉

建
仁
三
年
十
月
廿
五
日
連
給
関
東
御
下
知
、其
状
云
、件
地
頭
職
相
違
之
由
訴
申
、

事
實
者
不
便
也
、
如
元
可
令
安
堵
〈
云
々
〉、
元
久
元
年
八
月
廿
二
日
尋
覺
給
関

東
御
下
知
、
如
状
者
、
建
久
七
年
給
御
下
知
後
、
無
相
違
〈
云
々
〉、
爰
去
年
冬

比
給
問
状
御
教
書
押
領
之
由
訴
申
、事
實
者
所
行
之
旨
不
穏
便
、早
停
止
連
之
妨
、

任
故
殿
御
下
文
、
可
令
尋
覺
彼
職
〈
云
々
〉、
如
建
永
二
年
五
月
三
日
問
注
所
勘

状
者
、
是
包
前
妻
藤
原
氏
號
後
家
之
條
、
頗
無
其
謂
、
又
圍
雖
有
申
旨
、
尋
覺

給
故
大
将
家
政
所
下
文
之
上
、
給
鎌
倉
中
将
殿
御
下
文
畢
、
尋
覺
所
申
聊
有
其

謂
歟
〈
云
々
〉、
同
年
六
月
四
日
尋
覺
給
鎌
倉
御
下
文
畢
、
承
元
二
年
七
月
日
尋

覺
譲
息
男
通
高
〈
通
澄
本
名
歟
、〉
建
保
七
年
六
月
三
日
連
譲
甥
持
、〈
此
時
連

不
知
行
、〉
承
久
元
年
十
二
月
二
日
通
澄
同
譲
持
〈
此
時
通
澄
不
知
行
、〉
同
三

年
五
月
廿
六
日
持
給
関
東
御
下
知
、
其
状
云
、
源
固
爲
一
決
、
自
去
年
雖
被
召
、

及
十
一
箇
月
不
参
上
、仍
以
持
可
爲
地
頭
職
〈
云
々
〉
者
、如
同
所
進
證
文
等
者
、

仁
平
元
年
八
月
七
日
直
得
預
所
下
文
畢
、
而
清
原
三
子
〈
直
前
妻
、〉
壽
永
二
年

三
月
廿
二
日
譲
男
圍
状
偁
、
④
譲
与
小
値
賀
嶋
地
頭
職
事
、
右
、
三
子
可
令
知

行
嶋
也
、
其
故
者
、
是
包
好
狼
藉
、
致
民
煩
、
依
移
高
麗
船
、
仁
平
二
年
蒙
御

勘
當
、
被
解
却
之
刻
、
三
子
爲
領
主
之
間
、
直
給
御
下
文
知
行
之
處
、
離
別
三

子
之
後
、
相
具
平
戸
蘓
船
頭
後
家
間
、
以
彼
宋
人
子
息
十
郎
連
、
稱
直
子
息
譲

与
之
條
、
無
其
謂
、
乍
置
實
子
、
何
可
譲
繼
子
哉
、
仍
譲
与
六
郎
圍
畢
〈
云
々
〉、

如
状
者
、
夫
直
令
知
行
之
處
、
前
妻
三
子
以
不
知
行
之
所
、
譲
息
男
圍
之
由
所

見
也
、
如
元
久
二
年
二
月
五
日
遠
江
國
司
奉
書
者
、
云
圍
、
云
是
包
後
家
、
云

尋
覺
、
召
決
三
方
、
任
道
理
可
沙
汰
付
一
方
〈
云
々
〉、
元
久
二
年
閏
七
月
十
四

日
大
宰
府
勘
状
偁
、
父
直
兩
度
領
掌
之
上
、
爲
母
相
傳
之
由
、
圍
申
状
雖
明
白
、
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九

依
不
備
進
本
券
幷
重
收
公
之
文
契
、
不
審
相
貽
歟
、
爲
收
公
及
相
傳
之
地
、
圍

云
可
領
掌
之
由
緒
、
是
包
子
息
清
五
郎
云
譲
得
之
實
否
、
召
問
庄
官
幷
嶋
住
人

等
、
可
有
沙
汰
歟
〈
云
〉、〈
大
監
惟
宗
爲
賢
署
之
外
、
自
餘
不
載
之
、〉
⑤
太
宰

少
貳
資
能
所
進
嶋
住
人
等
元
久
二
年
申
状
偁
、
當
嶋
事
、
是
包
知
行
之
間
、
是

包
移
取
高
麗
船
之
故
、
依
其
科
被
没
官
之
、
御
厨
執
行
源
四
郎
大
夫
直
賜
弁
濟

使
、
知
行
十
三
年
、
其
後
是
包
還
補
處
、
平
家
御
時
、
直
又
給
御
下
文
知
行
之

刻
、
於
平
戸
被
打
殺
害
畢
、
⑥
然
而
直
知
行
無
相
違
、
其
身
死
去
之
後
、
同
子

息
連
知
行
之
間
、
玄
城
房
尋
覺
稱
是
包
之
甥
、
給
之
知
行
、
仍
連
与
尋
覺
替
々

知
行
畢
、
但
是
包
後
家
之
腹
子
松
法
師
得
是
包
之
跡
、
知
行
事
更
々
不
候
、
又

譲
得
之
由
住
人
等
不
承
及
、
件
童
者
、
後
又
小
平
太
於
安
藝
國
、
爲
敵
被
打
之

時
、
松
法
師
同
被
打
殺
害
畢
〈
云
々
〉、
⑦
固
所
進
建
保
元
年
十
二
月
廿
七
日
将

軍
家
政
所
下
文
云
、
先
年
以
僧
尋
覺
補
任
地
頭
職
之
處
、
近
日
死
去
畢
、
而
如

圍
所
帯
證
文
者
、云
本
領
家
下
文
、云
母
清
原
三
子
譲
状
、云
宰
府
守
護
所
勘
状
、

理
致
明
白
也
、
仍
以
圍
可
爲
彼
職
〈
云
々
〉、〈
建
保
六
年
固
任
父
圍
譲
給
政
所

下
文
、
貞
應
二
年
任
右
大
将
家
御
下
文
如
元
給
之
、〉
爰
如
持
申
者
、
宰
府
問
注

之
後
、
是
包
前
妻
藤
原
氏
幷
尋
覺
・
圍
相
共
參
関
東
、
就
問
注
所
勘
状
、
尋
覺

建
永
二
年
給
御
下
文
畢
、
而
固
經
七
箇
年
之
後
、
稱
宰
府
勘
状
、
備
進
無
判
形

位
所
之
譲
書
、
掠
給
御
下
文
〈
云
々
〉、
如
固
陳
者
、
父
圍
之
時
、
經
沙
汰
蒙
御

下
知
畢
、
仍
不
知
子
細
、
但
爲
賢
者
、
爲
宗
府
官
也
、
今
者
死
去
畢
、
有
御
不

審
者
、
可
被
尋
資
賴
朝
臣
〈
云
々
〉、
嘉
祿
三
年
十
月
十
日
資
賴
申
状
偁
、
三
十

餘
年
之
間
、
各
以
自
筆
勘
申
之
故
、
依
無
不
審
、
不
加
判
形
、
雖
然
勘
状
叶
道

理
之
日
、
成
与
成
敗
下
文
之
時
、
守
護
人
加
判
之
上
、
直
人
皆
以
加
暑
判
、
私

成
敗
難
及
事
者
、
所
令
進
上
問
注
記
許
於
関
東
也
、
不
相
副
資
賴
之
書
状
、
以

直
人
一
人
之
勘
状
許
、
被
引
載
御
下
文
事
、
若
久
罷
成
事
之
中
、
自
然
相
交
事

哉
候
覽
、
如
當
時
者
、
一
切
不
覺
悟
、
又
於
不
相
副
資
賴
書
状
之
直
人
勘
状
者
、

不
足
證
文
歟
〈
云
々
〉、
畧
之
、
如
状
者
、
爲
賢
一
人
勘
申
之
條
、
相
貽
疑
殆
之

上
、
可
被
尋
問
嶋
住
人
等
之
由
、
勘
載
之
間
、
尋
問
彼
住
人
等
之
處
、
如
申
状
者
、

或
尋
覺
与
連
相
知
行
之
由
載
之
、
或
是
包
前
妻
號
後
家
訴
申
條
、
無
謂
之
旨
稱

之
、
然
而
所
不
載
圍
相
傳
之
子
細
也
、
所
詮
、
清
原
三
子
壽
永
二
年
雖
譲
男
圍
、

非
當
知
行
之
由
、
見
彼
状
之
上
者
、
直
所
得
仁
平
元
年
預
所
下
文
之
外
、
不
相

副
本
證
文
之
間
、
證
據
不
分
明
焉
、
尋
覺
則
建
久
七
年
給
右
大
将
家
御
下
文
畢
、

圍
又
建
保
元
年
得
尋
覺
之
死
闕
之
境
、
無
子
細
掠
給
之
條
、
頗
可
謂
矯
餝
歟
、

於
持
者
、
云
尋
覺
之
流
、
云
連
文
書
、
共
以
得
譲
畢
、
然
則
、
持
所
申
非
無
其

謂
者
、
早
停
止
固
知
行
、
可
令
持
領
掌
彼
嶋
之
状
、
依
鎌
倉
殿
仰
、
下
知
如
件
、

　
　
　
　
安
貞
二
年
三
月
十
三
日

武
蔵
守
　
在
御
判

相
模
守
　
在
御
判

　
平
安
末
期
、
浦
部
は
清
原
是
包
と
い
う
者
に
よ
り
先
祖
相
伝
の
所
領
と
し
て
知
行

さ
れ
て
い
た
。

　
傍
線
部
①
は
、
関
東
裁
許
状
案
内
の
持
の
発
言
で
あ
る
。
こ
の
史
料
で
是
包
は
、

本
領
主
で
あ
っ
た
も
の
の
、
領
家
か
ら
勘
当
さ
れ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

是
包
は
狼
藉
を
好
み
、
住
民
に
煩
い
を
な
し
、
翌
年
仁
平
二
年
（
一
一
五
二
）
に
は

高
麗
船
と
の
ト
ラ
ブ
ル
に
よ
っ
て
勘
当
さ
れ
、解
却
さ
れ
た
と
さ
れ
る
（
傍
線
部
④
）。

そ
の
後
仁
平
元
年
（
一
一
五
一
）
八
月
七
日
、
松
浦
直
と
い
う
者
が
預
所
よ
り
下
文

を
賜
り
、
弁
済
使
と
な
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
直
の
知
行
よ
り
十
三
年
後
、

長
寛
二
年
（
一
一
六
四
）
頃
、
是
包
は
小
値
賀
島
本
領
主
に
還
補
さ
れ
、
平
氏
が
政

権
を
樹
立
し
た
際
に
は
、再
び
直
が
下
文
を
給
わ
り
知
行
し
た
と
み
ら
れ
る
。そ
の
後
、

是
包
は
平
戸
で
殺
害
さ
れ
た
（
傍
線
部
⑤
）。

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
瀬
野
氏
は
「
水
軍
を
率
い
る
直
が
、
武
家
政
権
で
あ
る
平



中世前期松浦党にみる「党」の存在形態（石村）

二
〇

氏
と
関
係
を
結
び
、
所
領
を
安
堵
さ
れ
た
も
の
」（
35
）
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
見
解

は
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
対
し
て
、
是
包
に
つ
い
て
は
直
の
よ
う
に
平

家
と
関
係
を
結
ん
だ
か
否
か
に
つ
い
て
知
る
こ
と
の
で
き
る
文
書
や
記
録
は
な
い
が
、

平
家
と
結
ん
だ
こ
と
が
明
ら
か
な
直
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て

も
是
包
が
、
平
家
と
結
ん
で
い
た
可
能
性
は
低
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
か
ら
、
峯
氏
の
先
祖
で
あ
る
直
は
平
家
に
近
し
い
立
場
に
あ
り
、
源
平
合
戦

期
に
平
家
方
に
つ
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

　
傍
線
部
④
は
、
裁
許
状
内
で
引
用
さ
れ
た
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
三
月
二
十
二

日
付
の
清
原
三
子
か
ら
山
代
六
郎
囲
の
譲
状
で
あ
る
。
こ
の
史
料
で
は
、
直
が
再
び

下
文
を
得
た
時
、
三
子
と
離
別
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
直
は
宋
人
船
頭
を
伴
い
、
寿

永
三
年
（
一
一
八
四
）
二
月
七
日
に
そ
の
連
れ
子
で
あ
る
連
を
子
息
と
し
て
譲
与
し

た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
（
傍
線
部
②
）。
こ
の
こ
と
に
対
し
て
、
三
子
は
継
子
に
譲
与

し
た
こ
と
に
対
し
て
疑
問
を
持
っ
て
お
り
、
直
と
の
間
の
実
子
で
あ
る
囲
に
譲
与
し

た
と
み
ら
れ
る
。

　
こ
こ
ま
で
の
相
論
は
、
鎌
倉
幕
府
成
立
前
の
も
の
で
あ
り
、
源
平
合
戦
頃
に
行
わ

れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
是
包
と
直
、連
と
囲
と
の
間
で
小
値
賀
島
の
地
頭
職
を
巡
っ

て
争
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
対
立
す
る
両
者
が
源
平
合
戦
に
際
し
て
共
和
的
結

合
体
の
下
で
同
じ
陣
営
に
つ
い
て
い
た
と
は
考
え
づ
ら
く
、
そ
も
そ
も
先
行
研
究
が

想
定
す
る
よ
う
な
共
和
的
結
合
体
で
あ
っ
た
と
は
考
え
づ
ら
い
。
よ
っ
て
、
前
章
で

み
た
屋
島
の
戦
い
や
壇
ノ
浦
の
戦
い
で
の
松
浦
党
の
記
述
を
踏
ま
え
る
と
、
や
は
り

松
浦
党
は
決
し
て
一
枚
岩
な
ど
で
は
な
く
、
共
和
的
結
合
体
と
評
価
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
次
い
で
、
鎌
倉
幕
府
成
立
以
降
の
相
論
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
是
包
が
平
戸
で
殺

さ
れ
（
傍
線
部
⑤
）、
甥
で
あ
る
尋
覚
な
る
人
物
が
浦
部
の
進
止
権
を
求
め
る
よ
う
に

な
る
。

　
対
す
る
連
は
直
の
譲
状
を
根
拠
と
し
て
、
文
治
四
年
（
一
一
八
八
）
三
月
八
日
に

鎌
倉
殿
（
源
頼
朝
）
よ
り
関
東
下
文
を
給
わ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
も
し
こ
の
下

文
に
よ
っ
て
所
領
を
安
堵
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
鎮
西
御
家
人
の
中
で
も
早
い
段
階

で
所
領
安
堵
を
得
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
36
）。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
関
東

下
文
は
現
存
し
て
お
ら
ず
、
相
論
の
中
で
連
の
主
張
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い

る
の
は
、
関
東
下
文
で
は
な
く
、
直
の
譲
状
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
対
し
て
尋
覚
に
つ
い
て
で
あ
る
。
以
下
の
文
書
は
尋
覚
が
根
拠
と
し
て
提
出
し
た

も
の
で
あ
る
。

【
史
料
六
】（
37
）

　
　
前
右
大
将
家
政
所
下
　
肥
前
國
宇松

浦
郡野

御
厨
内
小
値
賀
嶋
住
人
、

　
　
　
補
任
地
頭
職
事
、

　
　
　
　
僧
尋宗

房覺

　
　�

右
、
件
所
、
尋
覺
与
松値

賀浦
十
郎
連
相
論
、
召
決
兩
□方

□之

處
、
尋
覺
得
理
、
仍
補

彼
職
之
状
、
仰マ

マ

如
件
、
以
下
、

　
　
　
　
建
久
七
年
七
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安案

主
清實

成原
〈
在
判
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
家
事
中光

家原

　
　
　
令
大
蔵
丞
藤頼

平原
〈
在
判
〉

　
　
　
別
當
兵
庫
頭
中大

江
廣
元原

〈
在
判
〉

　
　
　
散
位
藤

二
階
堂
行
政原

朝
臣
〈
在
判
〉

【
史
料
七
】（
38
）

　
　
下
　
肥
前
國
宇松

浦
郡野

御
厨
内
小
値
賀
嶋
住
人
、

　
　
　
補
任
地
頭
職
事
、

　
　
　
　
僧
尋
覺
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　�

右
、
件
所
、
尋宗

房覺
与
松値

賀浦
十
郎
連
相
論
、
召
決
兩
方
之
刻
、
尋
覺
得
理
之
間
、

給
去
建
久
七
年
七
月
十
二
日
故源

頼

朝

大
将
殿
政
所
御
下
文
、
知
行
無
相
違
〈
云
々
〉、

爰
彼
連
去
年
冬
比
、
掠
件
次
第
、
申
給
問
状
之
後
、
無
左
右
令
押
領
之
由
、
所

訴
申
也
、
事
實
者
、
所
行
之
旨
不
穏
便
歟
、
早
停
止
連
之
濫
妨
、
任
故
殿
御
下
文
、

如
本
可
令
尋
覺
爲
彼
職
之
状
、
依
鎌源

實

朝
倉
殿
仰
、
下
知
如
件
、

　
　
　
　
元
久
元
年
八
月
廿
二
日
　
　
　
　
　
　
遠北

條
時
政

江
守
〈
在
御
判
〉

【
史
料
八
】（
39
）

　
　
下
　
肥
前
國
宇松

浦
郡野

御
厨
内
小
値
賀
嶋
住
人
、

　
　
　
補
任
地
頭
職
事
、

　
　
　
　
僧
尋宗

房覺

　
　�

□件

人
、
任
故源

頼

朝
大
将
家
政
所
下
文
、
補
任
彼
職
之
状
、
依
鎌源

實

朝
倉
殿
仰
、
下
知
如
件
、

以
下
、

　
　
　
　
建
永
二
年
六
月
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
惟孝

實宗
〈
在
判
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
圖
書
允
清清

定原
〈
在
判
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
散
位
中
原仲

業朝
臣
〈
在
判
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
散
位
藤

二
階
堂
行
政原

朝
臣
〈
在
判
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
博
士
中
原師

俊朝
臣
〈
在
判
〉

　【
史
料
六
】
は
、
建
久
七
年
（
一
一
九
六
）
七
月
十
二
日
の
前
右
大
将
〈
源
頼
朝
〉

家
政
所
下
文
案
で
あ
る
。
こ
の
文
書
に
お
い
て
、
尋
覚
と
連
と
が
相
論
し
て
お
り
、

結
果
と
し
て
尋
覚
の
方
に
理
が
あ
る
と
し
て
地
頭
職
が
安
堵
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
。

　
ま
た
、【
史
料
七
】
は
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
八
月
二
十
二
日
の
関
東
下
知
状
案

で
あ
る
が
、
こ
の
文
書
に
お
い
て
も
連
の
濫
妨
を
停
止
し
て
、
尋
覚
の
地
頭
職
を
安

堵
し
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
加
え
て
、【
史
料
八
】
の
建
永
二
年
（
一
二
〇
七
）
六

月
四
日
の
将
軍
〈
源
実
朝
〉
家
下
文
に
お
い
て
も
尋
覚
が
小
値
賀
島
の
地
頭
職
に
補

任
さ
れ
て
い
る
。

　
建
久
七
年
（
一
一
九
六
）
七
月
十
二
日
の
前
右
大
将
〈
源
頼
朝
〉
家
政
所
下
文
（【
史

料
六
】）
を
含
む
こ
れ
ら
の
文
書
は
具
書
と
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
文
書
は
、
瀬
野
氏
の
論
考
に
お
い
て
謀
書
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
て
い
る

（
40
）。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
前
述
し
た
通
り
鎮
西
に
お
い
て
関
東
下
文
を
給

わ
り
、
所
領
安
堵
を
さ
れ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
次
に
み
る
史
料
（
後
述
）
よ
り
内
容
に
齟
齬
は
な
く
信
用
に
足
る
も
の
で

あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

　【
史
料
六
】
～
【
史
料
八
】
が
偽
文
書
で
な
い
と
す
れ
ば
、
一
連
の
相
論
の
中
で
本

領
主
側
で
あ
る
尋
覚
が
一
貫
し
て
鎌
倉
幕
府
（
源
氏
方
）
に
よ
る
法
的
保
護
を
得
て

お
り
、
優
位
な
状
況
だ
っ
た
と
い
え
る
。
対
す
る
連
は
鎌
倉
幕
府
の
守
護
を
得
ら
れ

て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
父
で
あ
る
直
が
平
家
方
に
近
し
い
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
が

影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
ら
の
文
書
の
内
容
に
つ
い
て
、【
史
料
五
】
内
に
お
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る�

（
傍
線
部
⑥
）。
傍
線
部
⑥
は
、
傍
線
部
⑤
と
同
様
の
大
宰
少
貳
資
能
所
進
嶋

住
人
等
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
の
申
状
の
抜
粋
で
あ
る
。
こ
の
文
書
に
よ
れ
ば
、

直
の
亡
く
な
っ
た
後
を
連
と
い
う
人
物
が
知
行
し
て
い
る
（
傍
線
部
③
）。
そ
の
後
、

尋
覚
が
知
行
を
給
わ
っ
て
お
り
（【
史
料
七
】）、
連
と
尋
覚
が
相
次
い
で
知
行
す
る
こ

と
に
な
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
現
存
す
る
尋
覚
が
提
出

し
た
文
書
は
案
文
で
あ
る
も
の
の
、
鎌
倉
幕
府
か
ら
知
行
を
給
わ
っ
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
連
の
側
に
も
進
止
権
が
認
め
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
是
包
の

子
で
あ
る
松
法
師
な
る
人
物
も
浦
部
の
地
頭
職
を
め
ぐ
っ
て
一
時
的
に
連
・
囲
・
尋

覚
と
争
う
が
、
殺
害
さ
れ
る
。
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そ
の
た
め
、
浦
部
の
地
頭
職
を
め
ぐ
っ
て
、
最
終
的
に
連
、
囲
、
尋
覚
と
い
う
人

物
が
争
っ
て
い
た
。
囲
は
建
久
三
年（
一
一
九
二
）六
月
二
日
の
前
右
大
将〈
源
頼
朝
〉

家
政
所
下
文
（
41
）
に
よ
っ
て
宇
野
御
厨
内
山
代
浦
の
地
頭
職
に
補
任
さ
れ
て
い
る
が
、

浦
部
の
地
頭
職
に
つ
い
て
は
他
の
二
名
と
異
な
り
、
下
文
に
よ
っ
て
所
領
安
堵
を
受

け
た
と
の
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。

　
尋
覚
は
八
十
と
な
り
先
が
短
い
こ
と
を
悟
り
、
承
元
二
年
（
一
二
〇
八
）
七
月
、

小
値
賀
島
内
浦
部
の
田
畠
在
家
な
ど
を
次
男
の
藤
原
家
高
に
譲
っ
て
い
た
が
、
家
髙

の
嫡
男
で
あ
る
藤
原
能
髙
が
違
乱
を
働
い
た
た
め
に
長
男
で
あ
る
青
方
通
高
が
す
べ

て
を
譲
与
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
承
元
三
年
（
一
二
〇
九
）
二
月
、
小

値
賀
島
浦
部
田
畠
、
在
家
な
ど
を
通
高
と
家
高
に
分
譲
さ
れ
た
（
42
）。

　
し
か
し
、
尋
覚
の
死
後
、
囲
は
建
保
元
年
（
一
二
一
三
）
十
二
月
二
十
七
日
将
軍

家
政
所
下
文
を
受
け
て
、
嫡
男
で
あ
る
固
に
譲
与
し
て
い
る
。
ま
た
、
固
も
建
保
六

年
（
一
二
一
八
）
及
び
貞
応
二
年
（
一
二
二
三
）
に
安
堵
の
関
東
下
文
を
給
わ
っ
て

い
る（
傍
線
部
⑦
）。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、連
と
通
高
の
不
知
行
が
鎌
倉
幕
府
に
よ
っ

て
確
認
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
後
、建
保
七
年
（
一
二
一
九
）
六
月
三
日
は
松
浦
定
西
譲
状
案
（
43
）
に
お
い
て
、

定
西
（
連
）
は
甥
で
あ
る
持
に
譲
与
し
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
承
久
元
年

（
一
二
一
九
）
十
一
月
二
日
、
道
澄
（
通
高
）
も
持
と
親
子
の
契
り
を
結
ん
だ
（
44
）。

承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
五
月
二
十
六
日
の
関
東
下
知
状
（
45
）
に
よ
っ
て
持
は
小
値

賀
島
の
地
頭
職
が
安
堵
さ
れ
た
。
こ
こ
に
は
じ
め
て
持
（
連
側
）
に
鎌
倉
幕
府
よ
り

正
式
に
地
頭
職
が
任
じ
ら
れ
て
い
る
道
澄
（
尋
覚
側
）
の
権
利
が
渡
る
こ
と
と
な
る
。

　
よ
っ
て
、
固
（
山
代
氏
）
と
持
（
峯
氏
）
の
二
人
の
相
論
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、

大
宰
府
の
肥
前
守
護
所
で
審
理
し
た
後
、
鎌
倉
の
問
注
所
に
ま
で
持
ち
込
ま
れ
る
。

　
上
記
ま
で
の
内
容
を
踏
ま
え
て
安
貞
二
年
三
月
十
三
日
の
関
東
裁
許
状
案
が
出
さ

れ
た
。結
果
と
し
て
固
の
知
行
が
停
止
さ
れ
、持
に
小
値
賀
島
地
頭
職
が
安
堵
さ
れ
た
。

こ
こ
に
一
応
の
終
息
を
迎
え
た
こ
と
と
な
る
。

　
上
記
の
相
論
は
平
家
政
権
下
に
始
ま
り
、
源
平
合
戦
を
経
て
鎌
倉
初
期
ま
で
続
い

た
。
一
連
の
相
論
を
裁
定
す
る
な
か
で
、
鎌
倉
幕
府
の
判
断
は
源
平
合
戦
の
対
立
軸

を
踏
ま
え
る
形
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
第
二
章
で
示
し
た
源
平
双

方
に
分
か
れ
て
争
う
松
浦
党
の
姿
は
、
小
値
賀
島
浦
郡
の
相
論
か
ら
も
裏
付
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

終
章
　
お
わ
り
に

　
本
論
文
で
は
、
松
浦
党
を
素
材
に
中
世
前
期
の
「
党
」
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
瀬

野
氏
の
見
解
を
批
判
的
に
継
承
し
な
が
ら
再
検
討
を
行
っ
た
。
最
初
に
、
瀬
野
氏
の

議
論
を
詳
細
に
検
討
し
、
松
浦
党
を
松
浦
一
族
で
は
な
く
松
浦
地
方
の
住
人
と
捉
え

た
点
、「
党
」
と
「
一
揆
」
を
明
確
に
区
別
す
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
た
点
は
継
承
す
べ

き
で
あ
る
も
の
の
、
先
行
研
究
へ
の
批
判
と
し
て
提
示
し
た
視
点
と
実
際
の
論
述
の

な
か
に
は
少
な
か
ら
ず
矛
盾
が
あ
り
、
中
世
前
期
の
松
浦
党
に
つ
い
て
改
め
て
考
察

す
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
し
た
。

　
そ
こ
で
、
史
料
上
に
お
け
る
松
浦
党
の
初
見
で
も
あ
る
源
平
合
戦
を
め
ぐ
る
記
述

を
改
め
て
読
み
直
し
た
。
特
に
、
御
家
人
と
し
て
鎌
倉
期
に
も
存
続
し
て
い
く
松
浦

党
が
、
屋
島
の
戦
い
で
は
源
氏
方
と
し
て
現
れ
、
壇
ノ
浦
の
戦
い
で
は
平
家
方
と
し

て
現
れ
て
い
る
矛
盾
に
つ
い
て
先
行
研
究
で
は
正
面
か
ら
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
筆
者
は
、
松
浦
党
は
一
枚
岩
の
共
和
的
結
合
体
な
ど
で
は
な
く
、
源
氏
方
に

つ
い
た
松
浦
党
も
い
れ
ば
、
平
家
方
に
つ
い
た
松
浦
党
も
お
り
、
ま
た
両
者
の
間
を

行
き
来
す
る
者
も
い
て
、
最
後
に
源
氏
方
に
つ
い
て
い
た
者
が
、
御
家
人
と
し
て
存

続
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
提
示
し
た
。

　
そ
の
う
え
で
、
松
浦
党
関
連
史
料
の
な
か
で
最
も
早
い
相
論
史
料
で
あ
り
、
源
平

合
戦
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
争
わ
れ
た
肥
前
国
宇
野
御
厨
内
小
値
賀
島
浦
部
の
地
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頭
職
に
つ
い
て
の
相
論
を
検
討
し
た
。
こ
の
争
い
は
、
源
平
合
戦
以
前
か
ら
鎌
倉
前

期
に
か
け
て
継
続
し
、
こ
の
事
例
だ
け
を
見
て
も
、
対
立
す
る
両
者
が
協
力
し
て
源

平
合
戦
を
戦
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
ま
た
、
平
家
の
後
ろ
盾
に
よ
り
本
領
主
を
殺
害

し
た
松
浦
一
族
が
後
年
、
幕
府
裁
判
に
よ
っ
て
敗
訴
を
繰
り
返
し
、
本
領
主
側
の
権

利
が
擁
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
源
平
合
戦
期
の
対
立
関
係
は
、
幕
府
成
立
後
の

訴
訟
に
ま
で
持
ち
越
さ
れ
て
い
る
と
評
価
で
き
る
。
以
上
の
こ
と
よ
り
、
松
浦
党
は

共
和
体
な
ど
で
は
な
く
、
瀬
野
氏
が
捉
え
た
松
浦
地
方
の
住
人
へ
の
蔑
称
と
捉
え
る

の
が
妥
当
と
考
え
る
。

　
本
文
論
は
、
あ
く
ま
で
松
浦
党
に
お
け
る
「
党
」
の
存
在
形
態
を
論
じ
た
も
の
で
、

他
の
「
党
」（
武
蔵
七
党
・
湯
浅
党
等
）
に
対
し
て
評
価
を
加
え
る
も
の
で
は
な
い
。

他
方
、
松
浦
党
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
烏
合
の
衆
と
も
言
え
る
存
在
を

武
士
団
の
一
形
態
と
し
て
論
じ
る
こ
と
が
果
た
し
て
妥
当
で
あ
る
の
か
と
の
疑
問
も

生
じ
る
。
と
は
い
え
、
現
時
点
で
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
論
じ
る
準
備
は
な
く
、

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

【
付
記
】

　
本
論
文
は
、
二
〇
二
四
年
一
月
に
別
府
大
学
へ
提
出
し
た
卒
業
論
文
を
も
と
に
作
成
し
た
。
成

稿
に
あ
た
っ
て
は
、
同
年
三
月
二
日
に
名
古
屋
大
学
で
行
わ
れ
た
第
三
十
七
回
中
世
史
研
究
会
卒

業
論
文
報
告
会
で
の
議
論
に
も
恩
恵
を
受
け
て
い
る
。
当
日
ご
参
加
い
た
だ
い
た
方
々
に
は
改
め

て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

【
註
】

（
１
）��

関
幸
彦
『
戦
後
武
士
団
研
究
史
』（
教
育
評
論
社
、
二
〇
二
三
、
初
出
は
一
九
八
八
）。

（
２
）��

前
掲
註
（
１
）
関
著
書
、
関
幸
彦
『
戦
前
武
士
団
研
究
史
』（
教
育
評
論
社
、
二
〇
二
二
、

初
出
は
一
九
八
八
）。

（
３
）��

長
沼
賢
海
「
松
浦
党
の
発
展
及
び
其
の
党
的
生
活
（
上
）」（『
史
淵
』
一
〇
、一
九
三
五
）、

同
「
松
浦
党
の
発
展
及
び
其
の
党
的
生
活
（
中
）」（『
史
淵
』
一
一
、一
九
三
五
）、
同
『
松

浦
党
の
研
究
―
北
九
州
海
賊
史
―
』（
九
州
大
学
国
史
研
究
室
、
一
九
五
七
）。

（
４
）��

瀬
野
精
一
郎
「
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
松
浦
党
」（『
日
本
歴
史
』
二
四
四
、一
九
六
八
）、
同

「
歴
史
概
念
と
し
て
の
「
党
的
武
士
団
」」（『
松
浦
党
研
究
と
そ
の
軌
跡
』
青
史
出
版
、

二
〇
一
〇
、
初
出
一
九
七
七
）、
同
「
中
世
に
於
け
る
松
浦
党
の
変
質
課
程
―
平
安
時
代

に
お
け
る
松
浦
党
―
」（『
民
衆
史
研
究
』
一
六
、一
九
七
八
）、
同
「
平
安
期
に
お
け
る
松

浦
党
の
存
在
形
態
」（『
松
浦
党
研
究
と
そ
の
軌
跡
』、
青
史
出
版
、
二
〇
一
〇
）、
同
「
鎌

倉
時
代
に
お
け
る
松
浦
党
の
存
在
形
態
」
前
掲
瀬
野
著
書
。

（
５
）��

鎌
倉
佐
保
「
武
蔵
武
士
団
の
登
場
」（『
多
摩
の
あ
ゆ
み
』
一
七
二
号
、
二
〇
一
八
）、
田

中
大
喜
「
武
蔵
武
士
団
の
南
北
朝
時
代
」（『
多
摩
の
あ
ゆ
み
』
一
七
二
号
、
二
〇
一
八
）、

湯
浅
治
久
「
武
州
白
旗
一
揆
の
展
開
と
在
地
社
会
の
変
動
―
点
描
・
室
町
期
の
武
蔵
武
士

―
」（『
多
摩
の
あ
ゆ
み
』
一
七
二
号
、
二
〇
一
八
）。

（
６
）��

高
橋
修
「
湯
浅
党
と
は
何
か
」（『
湯
浅
党
城
館
跡
総
合
調
査
報
告
書
』
第
三
章
「
湯
浅
党

の
歴
史
」、
二
〇
二
〇
）、
高
橋
修
「
湯
浅
党
の
本
領
・
湯
浅
荘
の
領
域
構
成
」（『
湯
浅
党

城
館
跡
総
合
調
査
報
告
書
』
第
三
章
「
湯
浅
党
の
歴
史
」、
二
〇
二
〇
）。

（
７
）��

前
掲
註
（
４
）
瀬
野
論
文
、
外
山
幹
夫
『
松
浦
氏
と
平
戸
貿
易
』（
国
書
刊
行
会
、

一
九
八
七
）、
同
『
松
浦
党
の
す
が
た
―
松
浦
市
域
を
中
心
と
し
て
―
』（
松
浦
市
、

一
九
九
〇
）。

（
８
）��

前
掲
註
（
３
）
長
沼
論
文
。

（
９
）��

前
掲
註
（
７
）
外
山
著
書
。

（
１０
）��
前
掲
註
（
４
）
瀬
野
論
文
「
歴
史
概
念
と
し
て
の
「
党
的
武
士
団
」」。

（
１１
）��『
明
月
記
』
嘉
禄
二
年
十
月
十
七
日
条

　
　
　�

十嘉
禄
二
年
十
月

七
日
、
朝
天
無
片
雲
、
午
時
法
眼
來
談
、
來
月
廿
一
日
、
御
室
五
部
大
乗
経
供
養
〈
代
々

如
有
之
云
々
、〉
宰
相
参
乎
由
事
次
相
示
、
高
野
吉
野
間
事
、
定
喜
律
師
、
爲
関
東
使
先
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二
四

日
入
洛
、
申
長
者
僧
正
事
之
中
、
頗
有
不
實
之
沙
汰
、
喧
々
云
々
、
高
麗
合
戦
一
定
云
々
、

鎮
西
凶
黨
等
〈
号
松
浦
黨
、〉
構
数
十
艘
兵
船
、
行
彼
国宋

朝

之
別
島
合
戦
、
滅
亡
民
家
、
掠

取
資
財
、〈
所
行
向
、
半
分
許
被
殺
害
、
其
残
、
盗
取
銀
器
等
帰
来
云
々
、
為
朝
廷
、
太

奇
恠
事
也
、〉
依
此
事
挙
国
興
兵
、
又
我
朝
渡
唐
之
船
、
向
西
之
時
、
必
到
着
彼
国
、
帰

朝
之
時
、
多
隨
風
寄
高
麗
、
流
例
也
、
彼
国
巳
為
怨
敵
者
、
宋
朝
之
往
反
不
可
輙
、
当
時

唐
船
一
艘
寄
高
麗
、
被
付
火
、
不
残
一
人
焼
死
云
々
、
末
世
之
狂
乱
至
極
、
滅
亡
之
源
歟
、

甚
奇
恠
事
也
、

　
　
　�（
上
記
）
公
益
財
団
法
人
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
編
『
翻
刻
明
月
記
二
』（
朝
日
新
聞
出
版
、

二
〇
一
四
）。

（
１２
）��

前
掲
註
（
４
）
瀬
野
論
文
「
平
安
時
代
に
お
け
る
松
浦
党
の
存
在
形
態
」。

（
１３
）��

工
藤
敬
一
「「
党
」
―
字
義
と
実
態
―
」（『
日
本
歴
史
』
三
四
六
、一
九
七
七
）
を
参
照
。

（
１４
）��

前
掲
註
（
７
）
外
山
著
書
。

（
１５
）��

前
掲
註
（
４
）
瀬
野
論
文
「
中
世
に
於
け
る
松
浦
党
の
変
質
課
程
―
平
安
時
代
に
お
け
る

松
浦
党
―
」。

（
１６
）��

網
野
善
彦
「
青
方
氏
と
下
松
浦
党
一
揆
」（『
悪
党
と
海
賊
―
日
本
中
世
の
社
会
と
政
治
』

法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
五
、
初
出
は
一
九
六
一
）、
呉
座
勇
一
「
奉
納
型
一
揆
契
状

と
交
換
型
一
揆
契
状
」（『
史
学
雑
誌
』
一
一
六
―
一
、二
〇
〇
七
）、
同
「
在
地
領
主
法
の

誕
生
―
肥
前
松
浦
一
揆
―
」（『
歴
史
学
研
究
』
四
一
九
、一
九
七
五
）、
村
井
章
介
「
今
川

了
俊
と
上
松
浦
一
揆
」（『
日
本
歴
史
』
三
三
八
、一
九
七
六
）
等
。

（
１７
）��

前
掲
註
（
４
）
瀬
野
論
文
「
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
松
浦
党
」「
歴
史
概
念
と
し
て
の
「
党

的
武
士
団
」」。

（
１８
）��

瀬
野
精
一
郎
編
『
松
浦
党
関
係
史
料
集
　
第
一
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
六
）

一
五
号
（
以
下
、『
松
浦
党
関
係
史
料
集
』
号
と
記
す
る
）。

（
１９
）��

前
掲
註
（
17
）
瀬
野
論
文
。

（
２０
）��

前
掲
註
（
４
）
瀬
野
論
文
「
中
世
に
於
け
る
松
浦
党
の
変
質
課
程
」「
平
安
期
に
お
け
る

松
浦
党
の
存
在
形
態
」。

（
２１
）��

松
浦
姓
の
増
加
は
、
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）
三
月
に
足
利
尊
氏
と
菊
池
武
敏
が
戦
っ
た

多
々
良
浜
の
合
戦
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
松
浦
党
の
一
部
の
家
々
は
元
々
菊
池
軍
に
属

し
て
い
た
が
、
尊
氏
の
勝
利
が
動
か
な
い
状
態
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
尊
氏
軍
へ
と
寝
返
る

こ
と
と
な
る
。
そ
の
際
、
嵯
峨
源
氏
で
あ
る
松
浦
姓
を
松
浦
党
の
家
々
は
血
縁
関
係
あ
る

な
し
に
関
わ
ら
ず
積
極
的
に
主
張
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
　
　�（
上
記
）瀬
野
精
一
郎「
多
島
海
の
暴
れ
者「
松
浦
党
」―
海
賊
と
鎌
倉
御
家
人
の
迫
間
に
―
」

（『
松
浦
党
研
究
と
そ
の
軌
跡
』
青
史
出
版
、
二
〇
一
〇
、
初
出
は
一
九
八
二
）。

（
２２
）��

前
掲
註
（
４
）
瀬
野
論
文
「
中
世
に
於
け
る
松
浦
党
の
変
質
課
程
」。

（
２３
）��

前
掲
註
（
10
）
瀬
野
論
文
。

（
２４
）��『
松
浦
党
関
係
史
料
集
』
一
六
号
、
梶
原
正
昭
・
山
下
宏
明
『
平
家
物
語
　
上
（
新
日
本

古
典
文
学
大
系
四
四
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
）。

（
２５
）��『
新
訂
増
補
国
史
大
系
三
二
吾
妻
鏡�

前
編
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
）　
治
承
五
年

（
一
一
八
一
）
二
月
二
十
九
日
条
。

（
２６
）��『
九
条
家
本
　
玉
葉
七
』（
明
治
書
院
、
二
〇
〇
一
）　
治
承
五
年
二
月
十
五
日
条
。

（
２７
）��

梶
原
正
昭
・
山
下
宏
明
『
平
家
物
語
　
下
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
四
五
）』（
岩
波
書
店
、

二
〇
一
八
）。

（
２８
）��

前
掲
註
（
27
）『
平
家
物
語
　
下
』『
松
浦
党
関
係
史
料
集
』
一
八
号
。

（
２９
）��

前
掲
註
（
27
）『
平
家
物
語
　
下
』『
松
浦
党
関
係
史
料
集
』
一
八
号
。

（
３０
）��『
松
浦
党
関
係
史
料
集
』
一
九
号
、
前
掲
註
（
25
）『
吾
妻
鏡
前
編
』。

（
３１
）��

前
掲
註
（
４
）
瀬
野
論
文
「
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
松
浦
党
の
存
在
形
態
」。

（
３２
）��
渡
辺
澄
夫
『
源
平
の
雄
緒
方
三
郎
惟
栄
』（
山
口
書
店
、
一
九
九
〇
）、
中
野
幡
能
「
大
友

氏
入
国
以
前
の
大
野
荘
と
大
神
氏
」（『
大
分
県
地
方
史
』
三
八
～
四
〇
、一
九
六
五
）。

（
３３
）��

前
掲
註
（
３
）
長
沼
論
文
「
松
浦
党
の
発
展
及
び
其
の
党
的
生
活
（
上
）」、「
松
浦
党
の

発
展
及
び
其
の
党
的
生
活
（
中
）」。
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二
五

（
３４
）��『
松
浦
党
関
係
史
料
集
』
四
一
号
。

（
３５
）��
瀬
野
精
一
郎
「
松
浦
党
の
基
盤
と
変
質
―
肥
前
国
宇
野
御
厨
―
」（『
松
浦
党
研
究
と
そ
の

軌
跡
』
青
史
出
版
、
二
〇
一
〇
、
初
出
は
一
九
七
三
）。

（
３６
）��

前
掲
註
（
４
）
瀬
野
論
文
「
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
松
浦
党
」「
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
松
浦

党
の
存
在
形
態
」。

（
３７
）��『
松
浦
党
関
係
史
料
集
』
二
三
号
。

（
３８
）��『
松
浦
党
関
係
史
料
集
』
二
六
号
。

（
３９
）��『
松
浦
党
関
係
史
料
集
』
二
八
号
。

（
４０
）��

前
掲
註
（
４
）
瀬
野
論
文
「
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
松
浦
党
」「
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
松
浦

党
の
存
在
形
態
」。

（
４１
）��『
松
浦
党
関
係
史
料
集
』
二
一
号
。

（
４２
）��

承
元
二
年
七
月
日
　
尋
覚
譲
状

　
　
　
譲
与
　
先
祖
十
五
代
相
傳
所
領
小肥

前
國
松
浦
郡

値
賀
嶋
本
領
主
地
頭
職
事
、

　
　
　
　
　
合

　
　
　
　
在
肥
前
國
管
宇松

浦
郡野

御
厨
庄
内
小
値
賀
嶋
等
者
、

　
　
　�

右
、
件
嶋
者
尋宗

房覺
之
先
祖
十
五
代
相
傳
所
領
證
文
明
鏡
也
、
爰
尋
覺
之
齢
巳
及
八
旬
之
命

間
、
嫡
男
藤
原
通通

澄高
相
副
調
度
證
文
、
所
譲
渡
實
也
、
小
値
賀
嶋
内
浦
部
藤青

方原
家
高
雖
譲

渡
嫡
子
太青

方
能
高郎

、依
有
意違

亂
久
理
返
、如
本
通
高
譲
渡
畢
、於
自
今
以
後
者
、通
高
沙
汰
〈
天
〉、

無
他
妨
、
可
令
知
沙
汰
之
状
如
件
、

　
　
　
　
承
元
二
年
七
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尋
覺
大
法
師
〈
在
判
〉

　
　
　
（
下
略
）

　
　
　�（
上
記
）『
松
浦
党
関
係
史
料
集
』
三
〇
号
。

　
　
　�

承
元
三
年
二
月
日
　
尋
覚
譲
状
案

　
　
　�

重
譲
与

　
　
　
　�

小肥
前
國
松
浦
郡

値
賀
嶋
領
内
浦
部
田
畠
在
家
幷
山
野
事
、

　
　
　�

右
、
件
云
小
値
賀
嶋
、
云
浦
部
、
僧
尋宗

房覺
相
傳
重
代
之
所
領
也
、
然
尋
覺
既
及
八
旬
有
餘
之
、

暗
余
命
不
幾
、
故
身
存
生
之
時
、
所
分
与
之
也
、
於
小
値
賀
嶋
田
畠
在
家
者
、
譲
与
嫡
子

道藤
原
通
澄髙

、
於
浦
部
田
畠
在
家
者
、
譲
与
次
男
家青

方高
事
、
所
分
先
日
畢
、
但
乍
云
同
舎
弟
家
高

者
、
云
関
東
、
云
京
、
云
宰
府
慮
外
謀
人
出
來
、
令
件
等
所
領
沙
汰
之
日
、
相
會
彼
敵
人
、

致
其
沙
汰
奉
公
者
也
、
然
今
嫡
男
道
髙
所
分
与
家
高
譲
状
不
加
暑署

之
條
、
敢
無
其
理
、
縱

雖
無
道
髙
加
暑署

、
以
重
譲
半マ

マ加
文
書
可
備
向
證
文
者
、
是
故
所
令
取
与
御
庄
官
加
暑署

之
状

如
件
、

　
　
　
　
　�

承
元
三
年
二
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
僧
尋
覺
〈
在
判
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
當
藤
井
是
眞
〈
同
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
當
宗
像
宗
包
〈
同
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
當
宗
像
則
重
〈
同
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
當
玉
宗
友
〈
同
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
當
山
友
貞
〈
同
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
當
藤
原
宗
房
〈
同
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
當
伴
宗
敎
〈
同
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
當
安
神
幸
平
〈
同
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
當
藤
井
恒
守
〈
同
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
當
藤
井
末
守
〈
同
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
當
伴
重
内
〈
同
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
當
藤
井
時
宗
〈
同
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
當
平
成
房
〈
同
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
當
玉山

末
次
〈
同
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
當
山
末
守
〈
同
〉
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二
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
當
山
末
元

　
　
　
（
上
記
）『
松
浦
党
関
係
史
料
集
』
三
一
号
。

（
４３
）��
建
保
七
年
六
月
三
日
　
松
浦
定
西
譲
状
案

　
　
　
　
与
　
沙
彌
定松

浦
連西

相
傳
譜
代
所
領
小肥

前
國
松
浦
郡

値
賀
嶋
事
、

　
　
　
補
任
　
源峯

持
所

　
　
　
　
、
件
嶋
者
、
定
西
相
傳
所
領
也
、
然
者
定
西
与
源
藤
次
持
雖
爲
お
ち
を
い
、
於
于
今
者
、
依

　
　
　�

相
馮
持
〈
於
〉
嫡
子
、彼
嶋
相
副
次
第
之
證
文
等
、于
永
代
所
譲
与
也
、仍
爲
向
後
之
證
文
、

譲
状
如
件
、

　
　
　
　
建
保
七
年
〈
大
戈
己
卯
〉
六
月
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
沙
彌
定
西
〈
在
判
〉

　
　
　
（
上
記
）�『
松
浦
党
関
係
史
料
集
』
三
四
号
。

（
４４
）��

承
久
元
年
十
一
月
二
日
　
藤
原
通
澄
譲
状
案

　
　
　�

お
や
こ
の
ち
き
り
を
申
に
よ
て
、
お肥

前
國
松
浦
郡

ち
か
の
し
ま
の
ち
と
う
し
き
ハ
、
み

峯な
も
と
の
た

も持

つ
け
ん
と
う
し
と
の
に
、
ゆ
つ
り
た
て
ま
つ
り
候
ぬ
、
た
ゝ
し
い一

期
ち
こ
の
あ
ひ
た
ハ
、

み通

澄

ち
す
ミ
を
と
う
し
ん
に
し
て
、
さ
た
し
候
て
、
そ
の
ゝ
ち
ハ
と
く
と
く
た
の
さ
ま
た
け

な
く
し
り
た
ま
ふ
へ
し
、
み通

澄

ち
す
ミ
よ
り
ほ
か
又
ろ
ん
に
つ番

う
か
う
へ
き
人
な
し
、
せ
う
も

ん
と
ん
、
み
な
京
か
ま
く
ら
ニ
さ
た
あ
り
て
、
た
う
り
き
わ
ま
り
候
に
き
、
す
へ
に
ハ

み通

澄

ち
す
み
か
こ
と
ん
に
、
み
や
う
て
ん
や
し
き
を
は
あ
て
た
ふ
へ
し
、
か
つ
ハ
せ証

文

う
も
ん

を
し
て
た
ひ
た
れ
ハ
、
す
へ
ま
て
も
を疎

か
ろ
か
な
ら
す
候
な
り
、
こ
の
せ証

文

う
も
ん
を
も
て
し

ん
け
ん
と
し
て
、
の
ち
の
せ証
う
と
せ
さ
せ
給
候
へ
く
候
、

　
　
　
　
セ承

久

う
き
う
元
年
十
一
月
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
道通

澄
〈
在
判
〉

　
　
　
（
上
記
）�『
松
浦
党
関
係
史
料
集
』
三
五
号
。

（
４５
）��

承
久
三
年
五
月
二
十
六
日
　
関
東
下
知
状
案

　
　
　
　
可
令
早
源
藤
次
持峯

爲
肥
前
國
小松

浦

郡

値
賀
嶋
地
頭
職
事
、

　
　
　�

右
、
論
人
源山

代

固
爲
一
決
、
自
去
年
七
月
、
雖
被
召
、
已
及
十
一
箇
月
不
參
上
、
仍
以
源
持

可
爲
彼
職
之
状
、
依
仰
下
知
如
件
、

　
　
　
　
承
久
三
年
五
月
廿
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
陸北

條
義
時

奥
守
〈
在
御
判
〉

　
　
　
（
上
記
）『
松
浦
党
関
係
史
料
集
』
三
六
号
。

譲右




